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５．支払手続き 

・上述のとおり、「サービス対価」の支払い対象期間については、３ヶ月間（年４回払い）

又は半年間（年２回払い）と規定されることが通例である。 

・各期ごとの「サービス対価」の支払いについては、①「サービス対価」の支払い対象期

間に係る管理者等による選定事業者の業務履行状況の確認及びその通知､②あらかじめ

定められた不履行・欠落等の場合の減額措置の適用と確定及びその通知、③疑義のある

場合の協議、④管理者等からの通知に基づき算出した「サービス対価」の支払い対象期

間に係る「サービス対価」の請求、⑤管理者等による「サービス対価」の支払い、とい

う手続きを経ることになり、かつ減額確定の前に選定事業者による修復の機会や一定の

猶予期間を設けること等が通例である。 

・なお、「サービス対価」の支払期日については、支払期日が閉庁日（行政機関等の休日に

関する法律に定める行政機関の休日）の場合に、その前日までに支払う等の規定を置く

こともある。 

 

６．虚偽報告の場合の「サービス対価」の返還 

・選定事業者が管理者等に提出する業務報告書に虚偽の内容が含まれていた場合、選定事

業者が受領した「サービス対価」のうち不当に得た額を返還すべき義務が規定されるこ

とが通例である（民法第７０３条）。返還対象額は、虚偽がなければ減額されえた「サー

ビス対価」の額と規定される場合が多い。選定事業者が不当に得た額は、虚偽報告が意

図的であると、過失によるとを問わず、返還義務が規定される。なお、選定事業者が意

図的に虚偽の報告を行った場合には、更に損害賠償義務を負担させ（民法第７０４条）、

また、その程度が重要である場合等には、管理者等に解除権が付与される旨規定するこ

とも考えられる。 

 

７．条文例 

 

（サービス対価の支払） 

条文例 7.2.1 甲は、乙に対し、別紙[(サービス対価に関する別紙の番号を記載)]に記載す

る方法、金額及びスケジュールに従い、サービス対価を支払うものとする。 

 

（サービス対価の返還） 

条文例 7.2.2 甲は、業務報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽

の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービス対価

から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービス対価相当額に［条文例 11.1 第１項］

に定める利率で計算した額の損害金を加えた額を減額することができる。 

削除: 2(第 82 条)

削除: 12

削除: 3(第 85 条)

削除: 第 101 条
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２ 前項の場合において、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービス対価が当該虚偽

記載がなければ甲が減額し得たサービス対価及び前項の損害金の合計額に不足するとき

は、乙は、甲に対して、当該不足額を返還しなければならない。 

 削除: 
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７－３ 「サービス対価」の減額（契約ＧＬ：４－２） 

 

１．概要 

・管理者等は、モニタリング（選定事業者により提供されるサービス水準を監視（測定・

評価））を実施し、選定事業者の業務履行状況が業務要求水準を満たさず、ＰＦＩ事業契

約に従わなかったといえる場合には「サービス対価」の減額又は支払留保を行う旨規定

される。（参照：「モニタリングに関するガイドライン」） 

・管理者等による「サービス対価」の減額や支払い留保という措置をあらかじめ定めてお

くことにより、選定事業者が業務を適正に実施することへの経済的動機付けとなる。な

お、「サービス対価」の支払留保がなされる場合は、管理者等からの利息や遅延損害金の

支払いがなく、選定事業者にとっては、新たに金利負担が発生するという点で経済的動

機付けとなる。 

 

２．問題状況 

・性能発注の場合、要求水準の規定と修復条件（修復期間など）がセットになっているた

め、モニタリングの仕組みがあって初めてサービスの性能発注が可能になる。そして運

営段階に至った事業が半数を超え、また、運営の比重が重い事業が増加している今日、

モニタリングと支払いメカニズムを適切に構築し、運営していくことの重要性が増して

いる。 

 

３．基本的な考え方 

(1)要求水準、モニタリング、支払メカニズムの一体的な検討（再掲） 

・支払いメカニズムは、要求水準と連動している必要があり、要求水準の達成状況を確認

するためのモニタリングも含めて一体的に作成される必要がある。このため、事業コン

セプトおよびそれに基づき作成された要求水準書に従い、モニタリング指標の優先順位

付けや絞込みを行うとともに、これらの優先順位が選定事業者に伝わり機能するような

支払いメカニズムを構築することが必要である。 

・要求水準書作成段階において、モニタリング、支払メカニズムも同時に検討し、少なく

とも重要な部分については入札段階で応札者に開示すべきである。 

 

(2)適切な支払メカニズムの構築 

・減額規定の設定方法：  

民間事業者によるサービス提供のインセンティブを働かせるため以下の点に配慮して、

減額規定を作成すべきである。 

減額幅、是正期間等を決定する際には、管理者等にとっての重要度、事象の影響度、

深刻度に応じて適切に決定する。 書式変更: フォント : ＭＳ 明
朝

削除: 問題状況背景

削除: （背景）

削除: 比重が高い

削除: 民間

削除: 発注者
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ペナルティが、民間事業者の要求水準未達を是正するための動機付けとして十分な内

容であるかを検討する。BOT 方式においてはユニタリーペイメント を積極的に採用す

る。 

・利用量に応じた適切な調整の必要性： サービス購入型で、かつ利用者数など利用量に

よって選定事業者のコストが大幅に増額する場合、支払いメカニズムが有効に機能する

ためには、サービス提供量（例：入場者数等）の増大によるコストの増加をサービス対

価により適切にカバーする枠組みを構築する必要がある。 

 

４．減額等を行う際の手続き 

・管理者等が行う業務確認（関連：６－４ 業務報告）により、「サービス対価」支払い対

象期間の維持・管理、運営業務について業務要求水準を満たしていない事項が存在する

ことが判明した場合、管理者等はまず、改善すべき行為に関する通知を行うものとされ

る。この通知に是正期間を指定する場合もある。あるいは選定事業者自ら行うサービス

水準の測定の結果、要求水準を満たしていない場合、改善措置を自ら講じようとする場

合もある。この是正期間の経過後も、選定事業者の提供する公共サービスが業務要求水

準を満たしていない場合、この時点以後到来する最初の「サービス対価」支払い時に「サ

ービス対価」の減額又は支払留保が行われる旨規定される場合が多い。 

 

（減額方法） 

・減額を行う場合、①施設を利用に供することができなかった日数に応じて日割りで「サ

ービス対価」を減額する場合と、②上記是正期間終了後もサービス水準が改善されない

場合に、あらかじめ定めたペナルティポイント算定ルールに基づいて減額額を算出する

場合がある。 

 

（減額分の翌期以降の取り扱い―支払留保措置） 

・「サービス対価」の減額が行われた場合、当該減額部分については以後サービス水準が改

善した場合でも支払われないものとされるのが通例であるが、「サービス対価」全額の支

払いが停止された場合は、翌「サービス対価支払い対象期間」にサービス水準が一定以

上に回復することを条件に本来当該期間に支払われるべき「サービス対価」に加算して、

支払いが停止された前期分の「サービス対価」のうちの一定割合（減額後の「サービス

対価」に相当）が支払われる旨、規定される例もある。 

 

（サービス水準が翌期以降も改善しない場合の取り扱い） 

・サービス水準が翌「サービス対価支払い対象期間」以降も改善しない場合については、

管理者等に解除権が付与（是正通告等段階を踏んだ後実行）される旨、規定される場合

もある。 

削除: 受注者
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５．適切な支払メカニズムの構築 

1) サービス水準を維持するための実効性のある動機づけの確保 

 

適切な支払メカニズムを構築するためには、事業目的等に従って重み付けを行うこと

（場合によっては、施設整備費相当分の減額も含む）、各指標間の関係を整理すること

が必要である。 

 

① 重み付け： ペナルティを考える際には、事業目的等に沿った重み付け（減額

までの期間や減額幅の設定）を行い、管理者等の考える重要度が民間事業者に伝

わり、機能するような支払いメカニズムとすることが必要である。 

② 各指標間の関係： 一つに事由（違反）が複数の指標に関連する場合に二重に

減額するのかなど各指標間の関係を明確にする必要がある。例えば、アベイラ

ビリティ（施設を利用することができる状態に置かれていない場合アベイラビ

リティなしとされる）とパフォーマンス（施設を利用することができるが要求

水準が満たされていない場合で、アベイラビリティ違反に比べてペナルティは

小さいのが一般である）という概念を用いる場合、同じ事項について二重に減

額されることがないように、どのような場合にアベイラビリティに基づく減額

のみがなされ、どのような場合にアベイラビリティとパフォーマンスの双方に

基づく減額がなされるのかを明確に規定しておくことが望ましい。（例：エレベ

ーターが利用できなくなった場合の「アベイラビリティ」に基づく減額が、周

辺施設のパフォーマンスの低下を考慮した上で決定されているのであれば、周

辺施設でパフォーマンスについての違反があっても減額の対象としない）。また、

選定事業者の債務不履行との関係、瑕疵担保責任との関係についても明確に記

載しておくことが望ましい。 

③ 施設整備費部分の扱い： 要求水準を達成しない事象が起きたときのサービス

対価の減額幅を検討するにあたっては、施設整備費部分も減額の対象となりえ

るような仕組み（いわゆるユニタリーペイメント）を導入するかどうかが問題

となる。ＢＴＯについては確定債権として減額の対象とはならないが17、ＢＯ

Ｔ方式については、サービス水準維持への強い動機付けをはかるため、ユニタ

リーペイメントについて積極的に導入をはかる必要がある。なお、この場合、

事業の性格に応じ、必要な場合は減額する場合についても一定の限度に留める

等の条件を付すことをあわせて検討する必要がある。 

                                                   
17 確定債権となるＢＴＯの場合にも、民間事業者の適切な業務の履行のためのインセンティヴとして、選

定事業者の債務不履行時における管理者等の選定事業者に対する損害賠償権や施設に関する選定事業者の

瑕疵担保責任の規定等を活用することで、より強い動機付けを働かせることが可能となりうる。（なお、Ｂ

ＴＯの場合でもこれらとサービス購入料を相殺することが禁止されているわけではない） 

書式変更: インデント : 左 : 
0 mm

削除: サービス水準維持にための

インセンティブとしての実効性

の確保

削除: 発注者

削除: が

削除: 

削除: BTO

削除: ただし、ＢＴＯの場合であ

っても、債務不履行により管理者

等が受けた損害を負担する観点か

らその損害賠償額と相殺すること

を規定することを妨げるものでは

ない。

削除: BTO
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④ リカバリーポイント： いわゆるポイント制（要求水準未達に対して減額ポイ

ントを付与し、一定の点数以上になったときに実際に減額する仕組み）を利用

する場合は、要求水準に規定されたサービス水準を越えた場合にリカバリーポ

イントを付すことによって、より柔軟なサービスに対するインセンティブシス

テムを構築することも考えられる。英国ＳｏＰＣ４においても、減額ポイント

と相殺するためにのみ使うことのできる「リカバリーポイント」を付与するこ

とは許容されるとされている。さらに、事業の性質によっては、相殺のみなら

ずサービス対価の増額につながるボーナスポイントを付与することも考えられ

る18。 

 

2) 利用量に基づく調整 

 

サービス購入型で、かつ利用者数など利用量によって民間事業者の費用が増加する場合

には、原則として利用状況に応じてサービス対価の増加の仕組みとする。 

 

具体的には、入場者数が増えることによる民間事業者のコスト増加をカバーできるレ

ベルで、サービス対価の増額規定を設ける。この際、施設の収容能力に見合った上限

金額を設定するとともに、利用者数の制限を認めるなど、民間事業者がとれないリス

クを負うことのないような仕組みを設けることが必要である。このメカニズムが当初

意図したとおりに機能するためには、利用量に応じたサービス対価の増減額の大きさ

について、民間事業者のコスト構造の変化を踏まえた設計が必要である。そのために

は、支払メカニズムの検討段階において、民間事業者のコスト構造について十分なシ

ミュレーションを行っておく必要がある。 

 

６．虚偽報告の場合の「サービス対価」の返還 

・選定事業者が管理者等に提出する業務報告書に虚偽の内容が含まれていた場合、選定事

業者が受領した「サービス対価」のうち不当に得た額を返還すべき義務が規定されること

が通例である（民法第７０３条）。返還対象額は、虚偽がなければ減額されえた「サービ

ス対価」の額と規定される場合が多い。選定事業者が不当に得た額は、虚偽報告が意図的

であると、過失によるとを問わず、返還義務が規定される。なお、選定事業者が意図的に

虚偽の報告を行った場合には、更に損害賠償義務を負担させ（民法第７０４条）、また、

その程度が重要である場合等には、管理者等に解除権が付与される旨規定することも考え

られる。 

 

                                                   
18 ただし、安易にこのようなポイントを付与すべきでないという考え方もあり、付与する場合には慎重に

検討する必要がある。 

書式変更: フォント : (英)
ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝

削除: 利用者の増加等により大幅

に



 141

７．条文例 

 

（サービス対価の減額） 

条文例 7.3.1 甲は、運営業務等について、条文例 6.4.4 に基づきモニタリングを実施し、

要求水準書に規定する要求水準を満たしていない事項が存在すると判断した場合、別紙

［(サービス対価に関する別紙の番号を記載)］及びモニタリング実施計画書に従い、改

善勧告、サービス対価の減額、本契約の解除等を行うことができる。 

２ 前項による改善勧告、サービス対価の減額等は、乙の債務不履行による甲の損害賠償

請求を妨げるものではない。また、前項のサービス対価の減額は業務の不履行による減

額であり、損害賠償の予約を定めてこれをサービス対価から減額するものと解してはな

らない。 

３ ［条文例 12.1.1 第 6 項］若しくは［条文例 13.1.1］の規定又は甲の責めに帰すべき事

由により乙が運営業務等の全部又は一部の履行を免れた場合、乙が履行を免れたことに

より不要となった費用に相当する金額をサービス対価から減額するものとする。ただし、

甲の責めに帰すべき事由により乙が運営業務等の全部又は一部の履行ができなかったこ

とによる乙の損害賠償の請求を妨げない。 

 

条文例 7.2.2 も参照 

 

削除: (第 84 条)

削除: 第 81 条

削除: 12

削除: 第 103 条

削除: ［第 106 条

削除: 3

削除: （サービス対価の返還）

第 85 条 甲は、業務報告書その他

甲が乙の業務実績の確認の基礎と

した資料等に虚偽の記載があるこ

とが判明した場合、当該虚偽記載

判明後に乙に支払うべきサービス

対価から当該虚偽記載がなければ

甲が減額し得たサービス対価相当

額に第 101 条第１項に定める利率

で計算した額の損害金を加えた額

を減額することができる。

２ 前項の場合において、当該虚

偽記載判明後に乙に支払うべきサ

ービス対価が当該虚偽記載がなけ

れば甲が減額し得たサービス対価

及び前項の損害金の合計額に不足

するときは、乙は、甲に対して、

当該不足額を返還しなければなら

ない。
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第８章 サービス内容及びサービス対価の変更等 

 

８－１ 長期継続契約であるＰＦＩ事業契約の変更の考え方（新設） 

 

１．長期継続契約に関する基本的な考え方 

ＰＦＩ契約の事業期間は長期にわたるものであることから、当初定められた前提条件

や前提となった環境が大きく変化する場合などに柔軟に対応できる内容である必要

がある。そのためには、要求水準が明確に記載されていること、事業の性質に応じて

公平で透明性の高い変更手続が規定されることが必要である。この場合、どのような

変更メカニズムが必要となるかは、事業類型、サービス内容により異なる。また、ど

のような変更でも許されるわけではなく、契約の目的から大きく乖離することがない

ようにすることに留意する必要がある。さらに、変更に関する合意を契約条件変更と

して、文書化しておくことが重要である。 

 

 

(1)ＰＦＩの特徴との関係 

 

ＰＦＩの特徴の一つとして、設計、建設、維持管理及び運営等、事業のライフサイクルを一

括して選定事業者に発注することがある。これにより、民間への適切なリスク移転を可能と

し、またこれを通じて民間の創意工夫及び合理的リスク管理を促しているものであり、ＰＦ

Ｉ事業契約は、このような期間中を通じた権利義務関係（リスク分担）についての両当事者

の合意を示しているものである。しかしながら、ＰＦＩの事業期間は長期にわたることから、

契約上の権利義務関係を修正することがより合理的と判断される場合に備えて、変更を行う

メカニズムを設ける必要がある。また変更メカニズムは、適切に運用されれば、サービス内

容や支払条件をより実態に即したものとし、民間事業者が提案の際に予備費として価格を上

乗せするのを防止し、ＶＦＭの向上に資するものと考えられる。この場合、官民の適切なリ

スク分担を図るという目的から逸脱しないようにすること、契約の目的から大きく離れない

ようにすることについて留意する必要がある。 

 

(2)変更メカニズムの基本的な考え方 

 

以上のような点を考慮すると、変更メカニズムは特に以下の点に配慮して作成することが必要

となる。 

①明確な要求水準の必要性 

契約締結時点で要求水準の内容が曖昧であると、変更する場合にも何を基準に変更価格を
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算定すればよいのかが曖昧になり、変更も困難になることに留意する必要がある（すなわ

ち、変更前に何が求められているかが不明確であると、変更後の要求水準が決定されても

変更に要する価格の算定が困難になる）。 

②公平性・透明性 

ＰＦＩ事業契約上の変更メカニズムの規定においては公平性、透明性を確保する必要があ

り、また実際の変更の適用に際しても、公平性、透明性が求められる。したがって、どの

ような場合にどの変更・調整手続きが適用されるのか、そして各変更・調整手続きの内容

を明確に規定する必要がある。また、サービス内容を変更する場合には、変更の前後で、

管理者等、選定事業者双方とも有利にも不利にもならないようにすることが重要である。

ただし、変更の実施に関して、選定事業者が創意工夫・努力により付加価値を創出できる

場合には、そのメリットを選定事業者が享受できるインセンテイブを保持することは許容

されるべきであろう。 

③リスク管理との関係 

変更メカニズムを規定する目的は、リスクを回避することではなく、リスクを管理するこ

とである。したがって、合理的に選定事業者が一定のリスクをとることができ、そして、

これを管理できる場合は、選定事業者がリスクを負担するという選択肢を否定するもので

はない。ただし、この場合には金融機関の観点からも、リスク管理の妥当性に関する評価・

検討がありうることに留意する必要がある。 

④事業類型・サービス内容との関係 

どのような変更メカニズムが必要となるかは、事業類型、サービス内容等により異なる。

例えば、専ら施設整備を中心としたＰＦＩ案件の場合には運営業務の全体に対する影響は

限定され、単純な物価連動方式や簡素化された調整メカニズムで足りる場合もある。 

⑤文書化の必要性 

変更に関する合意を契約条件変更として、文書化し、後日に担当者が変更された場合に、

選定事業者が義務を負う範囲が不明確になり、その結果モニタリングも困難になるという

ことが生じないようにする必要がある19。 

 

 

２．契約条件の見直しの方法 

契約条件の見直しの方法は、様々な考え方があり、それぞれの特性を理解した上で、

事業内容に応じて、変更規定を組み合せていくことが考えられる（Ⅱ以下で詳述）。 

 

①価格の自動調整メカニズムの組込み 

一定の指標（インデックス）等を予め定め、これらに基づき、対価を定期的に調整する方

法である。ただし、指標の変化が時間の経過と共に対象となるサービスの市場実勢価格の

                                                   
19 議会の議決との関係については今後検討する必要がある。 
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変化とずれるというリスクはあると共に、指標を使って連動させても、現実に増減する費

用の連動とは一定の差異が生じることも多い。この場合、下記④などと組み合わせること

が考えられる。 

②一定の時点での見直し、調整 

初期段階で現実と規定の大きな乖離が生じることが予想される場合などに、一定の時点で

サービス内容などを見直し、これに応じて調整する方法である。これは、先例が少ない分

野の案件や、入札から実際のサービスが提供されるまでに長期の時間を要するため契約締

結時点でできる限り明確に要求水準を規定したとしてもサービス提供時点で調整が必要に

なるような案件に適用されるもので、すべてのＰＦＩ案件で必要というわけではない。こ

の方法を採用する場合には、リスクをどの段階でどう固定することが合理的か等を考慮し

た上で、採否及び条件を決定すべきである。 

③変更、調整手続を開始する事由を規定する方法 

法令変更、不可抗力事由など一定の事由が生じた場合の手続・効果（リスク分担）を規定

する方法である。 

④一定期間経過後の価格の見直し 

例えば運営開始後５年後など、一定の期間経過後に価格等の条件を見直す方法である。資

本的支出を伴わず、資本的投資との関連性も低いサービス（ソフトサービス。Ⅳ参照）に

ついては、4～5 年の期間は前述（①）の指標等による調整のみで十分である可能性が高い

が、これ以上長い期間となると、市場価格から乖離する可能性が高くなる。そこで、4～5

年毎に価格等の条件を改定することを前提に、適用される手法等を予め契約で定める。 

⑤契約の部分解除、サービス変更等 

時間の経過に伴い、サービス自体が不要になったり、サービス提供のあり方に根本的な修

正が必要になる可能性が少なくないサービスについて、契約の一部解除や変更規定で対処

するものである。 

 

 

３．変更に伴う価格変更の方法・サービス対価調整規定における調整額決定方法 

 

価格決定の方法としては価格算定のための算定式を予め合意しておく方法、ベンチマ

ーキング、マーケットテスティング、中立的な専門家による判断などが考えられるが、

これについてはⅡ３(2)、Ⅳ３を参照されたい。 

 

４．財務モデル及びその他の条件等の合意 

 

サービス内容変更に伴うサービス対価の変更額、サービスの一部解除の際のサービ

ス対価の変更額及び補償額の算定を客観的に行うために必要な限りにおいて、財務
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モデル（事業計画）20、下請先との契約条件、費用の明細などについて予め合意す

ることが有効であることもある。現在、我が国ではこれらについて予め合意すると

いう慣行は存在しないが、今後は財務モデルを合意する慣行を形成していくことが

望ましい21。 

なお、財務モデルの合意を行う目的は、合意した一定の条件が契約解除の際の補

償額の算定に合理的に用いられることにあり、よって財務モデルを組成する条件が

将来に渡り固定することを意味するものではないことに留意する必要がある。なお、

サービス購入型でも比較的単純な事業については、入札時に提出した事業計画をベ

ースに算定することも考えられる。 

 

 

① 費用の明細に関する情報や財務モデルの共有の有用性 

・サービス内容の変更、定期的なサービス対価の変更の際の変更額の算定については、費用

の明細について予め合意しておくことが有効である。また、発注者による任意解除、発

注者の債務不履行による解除の際に、変更額等を客観的に算定するためには、財務モデ

ル等の合意が有効と考えられる。法令変更又は不可抗力による一部・全部解除の場合に

も使用することが考えられる。 

 

② 費用の明細に関する情報や財務モデル等の合意手続 

・これらを合意していくプロセス（対象事項、提案の際に提案すべき事項、提案内容の条件、

その後の合意プロセス等）については、入札段階で予め示す必要がある。 

 

③ 財務モデル等の内容についての留意点 

・現状では単純に費用とリターンを区別することが困難である例も多いことに留意する必要

がある（例えば、株主が劣後貸付けをしている場合における劣後貸付け）。財務モデル等

を合意する際には、コストの部分は実態に即したものとすること、そしてコストの部分

とＳＰＣの株主に対するリターンの部分を明確に区別することが重要である。 

・サービス内容やサービス価格が変更になった際に、財務モデルのどの部分が変更になるの

かも意識した上で項目を定め、変更が生じた際にも財務モデルが適切に機能するように

する必要がある。 

・発注者による任意解除の際の算定方法については、これらの財務モデル等にはよらずに、

                                                   
20 財務モデルとは、将来のＳＰＣの収支等の予想で、英国においては、資産、負債、キャッシ

ュフロー等の予測及びその前提となる仮定などが含まれている。（Joint Service Procurement 

Pack Model 11 Instruction and Guidance 参照） 
21 具体的にどのような事項を合意すべきか（サービス変更や契約解除の際の補償の際の金額の

算定の際に必要となりうる程度の情報を契約締結までに合意できるか）、財務モデルと現実の

乖離をどこまで認めるかなどについては、引続き検討を要する。 
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別途算定方法を合意するという方法もありえる。 

・財務モデル等の合意手続は、あくまでも選定事業者側が将来支出する費用の内訳を決定し

ていく手続であり、管理者等から民間への支払は入札手続に従って決定された額で変更

されない。 
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８－２ 物価及び金利の変動に伴う「サービス対価」の改定（契約ＧＬ：４－３） 

 

１．概要 

・物価の変動、金利の変動等による選定事業者の費用増減に対応して「サービス対価」を

一定の頻度で改定することが規定される。 

 

２．趣旨 

・事業期間が長期に亘るＰＦＩ事業契約においては、物価の変動、金利の変動等が選定事

業者の費用増やその利益の減少の原因となり得ることから、変動等の選定事業に与える

影響の程度を勘案し（リスクガイドライン二６（２））、「サービス対価」を一定の頻度で

改定することが規定される。この際、規定すべき事項としては、「サービス対価」のうち

改定対象とする費用項目、改定の基準とする経済・金融指標、改定の算定式及び改定時

期等があげられる。 

 

３．物価の変動による改定 

・「サービス対価」の改定の基準とする物価指数としては、企業向けサービス価格指数、勤

労統計調査の実質賃金指数、消費者物価指数、卸売物価指数、建設物価指数(修繕費に対

応)などがある。対象業務ごと、対象費用項目ごとに、上記の指数を対応させる場合もあ

る。 

・「サービス対価」の改定の基準とする物価指数の採用にあたっては、選定事業者が実際に

用いる財・サービスの市場価格が的確に反映される指数を採用することにより、選定事

業者の負担する物価変動リスクを減じることができる。 

・「サービス対価」の改定は、基準とする指標の変動の多寡にかかわらず、一定期間（毎年

又は３年ごととする場合が多い）に定期的に実施する場合と、基準とする指標が一定割

合以上変動している場合にのみ改定する場合がある。 

 

４．金利の変動による改定 

・選定事業者は、固定金利による資金調達を金利スワップ契約によって行うことが通例で

あり、現在のところ、金利スワップ市場では、１５年までのものの取引が大半といえる。

このため、これを超える融資期間を前提とする案件の場合、将来の金利変動を「サービ

ス対価」に反映する仕組みを織り込むことが通例である。金利変動リスクを「サービス

対価」の改定に反映する方法としては、１０年を経過時に、残存期間に相当する固定金

利を基準に「サービス対価」を改定する方法、あるいは、５年を経過するごとに、その

後５年間の「サービス対価」を改定する方法等が考えられる。金利変動リスクを「サー

ビス対価」の改定に反映しない場合は、そのリスクは選定事業者が負うこととなるが、

金利上昇局面においては、そのリスクが金融費用に反映されて、契約金額に転嫁される
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結果ともなり得ることに留意する必要がある。なお、金利の変動による「サービス対価」

の改定を行うか否かの検討にあたり、融資額が比較的少額の場合、当事者双方の実質的

な面での手続き費用を考慮することも考えられる。 

 

５．条文例 

 

（サービス対価の改定） 

条文例 8.2  

４ 甲及び乙は、別紙［(サービス対価に関する別紙の番号を記載)］の規定に従い、物価

変動等、需要変動又は税制度の変更に伴うサービス対価の改定を行う。 
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８－３ 物価の変動に伴う施設整備費の改定（新設） 

 

１．概要 

インフレや特定の材料の価格変動などによって、建設に要する費用が増加する場合の

サービス対価の調整が規定される。 

 

２．問題状況 

昨今の建設関連資材の高騰により、建設費が著しく増大しているケースが見られるが、

現在の PFI 契約においては建設費にかかる物価高騰リスクは民間負担とされている

ことが多い。これらの物価高騰リスクについては、ＰＦＩ事業は、契約締結日から竣

工までの期間が長期であることから、通常の公共事業よりも問題が深刻であり選定事

業者にとって大きな負担となっている。 

 

３．基本的な考え方 

(1)リスク分担の在り方との関係：ＰＦＩの基本はリスクを最も良く管理することが

できる者が当該リスクを分担するというものである。通常の請負工事と異なり、性

能発注であるＰＦＩの場合は、民間の創意工夫により物価変動による影響を緩和し

ていくことが期待されている。すなわち、施設整備費の総額を如何に管理し、予め

固定し、かつその費用超過を防止するかは、ＰＦＩ事業契約の中でも最も重要なリ

スク分担事項を構成する。よって、コスト管理は民間のリスクとなることが原則で

あり、通常の範囲内での物価変動は民間リスクとなる。しかし、応札時点において

民間では管理できないと判断するような急激な物価高騰が生じた場合については、

事業構造が脆弱になるおそれがある。そこで、特定材料の著しい物価変動（いわゆ

る単品スライド）リスク、及び急激なインフレまたはデフレによる物価変動（いわ

ゆるスーパーインフレ）リスクについては、公共工事標準請負契約約款と同様の規

定を入れることが考えられる。 

(2) 通常の範囲内のインフレ：一方、通常の範囲内のインフレについては(1)に記載

のとおり民間リスクが原則となるものの、大型事業で契約締結日から竣工までの期

間が長期にわたる場合は、管理者等が負うことも考えられる22。 

(3)いずれにせよ、官にとって有利な契約を作るか、民にとって有利な契約を作るか

                                                   
22英国財務省が 2006 年に公表した Application Note— Interest-Rate & Inflation Risks in PFI 

Contracts では、ＰＦＩの場合でも通常は受注者が建設費に関するインフレリスクをとること

とされている。しかし、ファイナンシャルクローズから建物の完工（又は建物の着工）までの

期間が特に長いプロジェクトにおいて、発注者が物価変動リスクをとる方が、物価変動リスク

を民間が提案価格に織り込ませるよりＶＦＭが大きくなると考えられる場合が例外として考

えられるとしている（p13）。このような考え方に基づき、大型事業で契約締結日から竣工まで

の期間が特に長期にわたる場合（例えば５年以上の場合）は、５年経過した時点でそれ以降の

建設費用について発注者がリスクをとり、全額負担している事業がある。 

書式変更: フォント : 11 pt

削除: 対処に関わる

削除: 民間にのみリスクを負わせ

ると民間が予備費を積むことにつ

ながり、ＶＦＭが低下する

削除: スライド条項スライド条項
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